


2昭和村議会だより

条
例
改
正
等

補
正
予
算

選

挙

報

告

昭
和
村
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例地

方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
国
民
健
康
保
険
税
の

減
額
に
係
る
所
得
の
基
準

に
つ
い
て
、
基
礎
控
除
額

相
当
分
の
基
準
額
を
43
万

円
に
引
き
上
げ
る
等
の
改

正
を
行
う
。

昭
和
村
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

行
政
手
続
き
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
住
民
基
本
台
帳

12
月
議
会
定
例
会

で
は
、
条
例
案
等

が
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
議
案
の
主
な

内
容
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

カ
ー
ド
に
係
る
事
務
が
廃

止
さ
れ
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
行
う
。

諸
収
入
金
に
対
す
る
督
促

手
数
料
及
び
延
滞
金
徴
収

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例地

方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
令
和
３
年
１
月
１

日
以
後
の
期
間
に
対
応
す

る
延
滞
金
に
関
し
て
、
所

要
の
改
正
を
行
う

昭
和
村
介
護
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
令
和
３
年
１
月
１

日
以
後
の
期
間
に
対
応
す

る
介
護
保
険
料
の
延
滞
金

に
関
し
て
、
所
要
の
改
正

を
行
う
。

昭
和
村
後
期
高
齢
者
医
療

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
令
和
３
年
１
月
１

日
以
後
の
期
間
に
対
応
す

る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
延
滞
金
及
び
還
付
加

算
金
に
関
し
て
、
所
要
の

改
正
を
行
う
。

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

に
つ
い
て

令
和
３
年
２
月
14
日
を

も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る

栗
城
照
美
氏
に
つ
き
ま
し

て
、
引
き
続
き
任
命
い
た

し
た
く
、
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
議
会
の
同
意
を
求
め

る
も
の
。

令
和
二
年
度
度
昭
和
村
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
三
号
）

令
和
二
年
度
昭
和
村
簡
易

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
）

令
和
二
年
度
昭
和
村
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

令
和
二
年
度
昭
和
村
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
七
号
）

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５

百
２
０
万
３
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

２
４
億
４
千
８
百
３
３
万

５
千
円
と
す
る

令
和
３
年
１
月
25
日
を

も
っ
て
選
挙
管
理
委
員
及

び
選
挙
管
理
委
員
補
充
員

の
任
期
が
満
了
す
る
た
め
、

地
方
自
治
法
第
１
８
２
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
行

う
も
の
で
以
下
の
方
々
が

当
選
さ
れ
た
。

選
挙
管
理
委
員

野

尻

小
林

新
喜

下
中
津
川

栗
城

道
夫

大

芦

五
十
嵐
榮
司

小
野
川

渡
辺

重
雄

選
挙
管
理
委
員
補
充
員

	

（
補
充
順
位
順
）

野

尻

渡
部

光
雄

大

芦

五
十
嵐
正
年

小
野
川

渡
部

定
夫

小
中
津
川

五
十
嵐
靖
忠

第
六
次
昭
和
村
振
興
計
画

本
計
画
は
、
令
和
３
年

度
を
初
年
度
と
し
、
令
和

12
年
度
を
目
標
と
す
る
基

本
構
想
と
、
令
和
７
年
度

ま
で
の
前
期
５
年
間
の
基

本
計
画
で
構
成
。

本
計
画
の
基
本
構
想
の

目
指
す
将
来
像（
ビ
ジョン
）

『
昭
和
村
で
「
こ
こ
ち
よ

く
」
暮
ら
す
』

前
期
五
年
間
の
六
つ
の

施
策
の
柱

一
、
持
続
可
能
な

	

協
創
の
む
ら
。

二
、
心
地
よ
く

	

暮
ら
せ
る
む
ら
。

三
、
生
き
る
力
を

	

育
む
教
育
の
む
ら
。

四
、
生
業
と
誇
り
あ
る

	

仕
事
を
生
む
む
ら
。

五
、
先
端
的
過
疎
への
挑
戦

六
、
選
択
と
集
中
の

	

行
政
運
営






















